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(57)【要約】
【課題】  短い時間で正しく画像フレームの位置合わせ
を行う拡張視野撮像システムを提供することを目的とす
る。
【解決手段】  三次元超音波撮像システムは、略完全な
画像体積が交互に配置された部分的に完全な画像体積を
捕捉する。部分的に完全な画像体積は、超音波走査ヘッ
ドの動きを追跡するために相互相関アルゴリズムによっ
て処理されるスペックルを含む。走査ヘッドの動きを追
跡することにより、略完全な画像体積は、互いに正しく
位置合わせされ、三次元拡張視野画像を作成するために
結合されうる。部分的に完全な画像体積は、略完全な画
像体積よりもかなり少ないデータを含む。従って、部分
的に完全な画像体積は略完全な画像体積よりも速く捕捉
されえ、走査ヘッドは比較的高速に走査されることが可
能となる。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】  目標領域に沿って超音波走査ヘッドを動
かすことにより、空間的に重なり合う第１の複数の超音
波画像データセットを捕捉する段階と、
上記目標領域に沿って超音波走査ヘッドを動かすことに
より、空間的に重なり合う第２の複数の超音波画像デー
タセットを、上記第１の複数の超音波画像データセット
の超音波画像データセットの捕捉と交互となるよう、上
記第１の複数の超音波画像データセットの超音波画像デ
ータセットが上記第２の複数の超音波画像データセット
の超音波画像データセットよりも実質的に多くの画像デ
ータを含むよう捕捉する段階と、
上記第２の複数の超音波画像データセットの超音波画像
データセット中の対応するスペックルの夫々の場所に基
づいて上記超音波走査ヘッドの動きを追跡するために上
記第２の複数の超音波画像データセットの超音波画像デ
ータセットを使用する段階と、
拡張視野超音波画像を作成するために上記超音波走査ヘ
ッドの追跡された動きに基づいて上記第１の複数の超音
波画像データセットのうちの少なくとも幾つかの超音波
画像データセットを組み合わせる段階とを含む、拡張視
野超音波画像を捕捉する方法。
【請求項２】  上記超音波走査ヘッドの動きを追跡する
ために上記第２の複数の超音波画像データセットの超音
波画像データセットを使用する段階は、上記第２の複数
の超音波画像データセットの超音波画像データセット中
のスペックルに対応する夫々の位置に基づいて上記超音
波走査ヘッドの動きを追跡するために単に上記第２の複
数の超音波画像データセットの超音波画像データセット
を使用することにより行われる、請求項１記載の方法。
【請求項３】  上記超音波走査ヘッドの動きを追跡する
ために上記第２の複数の超音波画像データセットの超音
波画像データセットを使用する段階は、上記第１及び第
２の複数の超音波画像データセットの超音波画像データ
セット中のスペックルに対応する夫々の位置に基づいて
上記超音波走査ヘッドの動きを追跡するために上記第２
の複数の超音波画像データセットの超音波画像データセ
ットを上記第１の複数の超音波画像データセットの超音
波画像データセットをと組み合わせて使用することによ
り行われる、請求項１記載の方法。
【請求項４】  空間的に重なり合う第２の複数の超音波
画像データセットを捕捉する段階は、上記画像フレーム
中のスペックルの位置に基づいて上記複数の超音波画像
データセット中の各画像フレームの一部から画像フレー
ムデータを捕捉する段階を含む、請求項１記載の方法。
【請求項５】  超音波エコーに対応する電気信号を発生
するよう構成される超音波走査ヘッドと、
上記走査ヘッドの下からの超音波エコーに対応する電気
信号を発生するよう上記走査ヘッドに結合されるビーム
形成器と、
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走査ヘッドが関心視野を横切って操作されるにつれて、
複数の部分的に重なり合う略完全な画像データセットと
それらの間に相互に配置された複数の部分的に重なり合
う部分的に完全な画像データセットとに対応する電気信
号からデータを発生するためにビーム形成器に結合され
る走査変換器と、
上記走査変換器に結合され、上記画像データセットの夫
々に対応するデータを記憶し、上記部分的に完全な画像
データセット中のスペックルに対応するデータを識別
し、上記超音波走査ヘッドの動きを追跡するために上記
識別されたスペックルデータを使用し、更に、上記走査
ヘッドの追跡された動きに基づいて拡張視野画像を形成
するために互いに対して位置合わせされた略完全な画像
データセットに対応する画像データを作成するために上
記略完全な画像データセットに対応するデータを処理す
る、画像プロセッサと、
上記画像プロセッサに結合され、拡張視野画像を形成す
るために互いに対して位置合わせされた略完全な画像デ
ータセットに対応する画像データを記憶する画像メモリ
と、
上記画像メモリに結合され、拡張視野画像を表示するた
めのディスプレイとを含む、
三次元拡張視野画像を発生する超音波撮像システム。
【請求項６】  上記画像プロセッサは、
上記走査変換器に結合され、上記画像データセットの夫
々に対応するデータを記憶するよう構成される画像フレ
ームバッファと、
上記画像フレームバッファに結合され、上記部分的に完
全な画像データセット中のスペックルに基づいて上記部
分的に完全な画像データセットの夫々の相対的な空間的
な位置を決定し、それに対応する空間的な位置データを
発生するフレーム相関器とを含む、
請求項５記載の超音波撮像システム。
【請求項７】  上記超音波走査ヘッドは、基本周波数を
有する超音波信号を送信し、上記基本周波数の高調波で
ある周波数を有する超音波エコー信号を受信するよう構
成され、上記ビーム形成器は、画像データが高調波撮像
によって生成されるよう高調波周波数の超音波エコーか
ら電気信号を発生する、請求項５記載の超音波撮像シス
テム。
【請求項８】  上記走査変換器は、少なくとも上記略完
全な画像データセットがドップラー画像データセットを
含むよう、上記ビーム形成器からの電気信号が走査ヘッ
ドによって送信された周波数からドップラーシフトされ
た周波数を有する場合にのみ上記電気信号からデータを
発生するよう構成される、請求項５記載の超音波撮像シ
ステム。
【請求項９】  上記画像プロセッサは、上記略完全な画
像データセット中のスペックルに対応するデータを識別
し、上記超音波走査ヘッドの動きを追跡するために、識
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別されたスペックルを上記部分的に完全な画像データセ
ット及び上記略完全な画像データセットの両方で使用す
るよう更に動作可能である、請求項５記載の超音波撮像
システム。
【請求項１０】  上記画像フレームはＢ走査画像フレー
ムを含み、上記拡張視野画像は三次元画像を含む、請求
項５記載の超音波撮像システム。
【請求項１１】  上記複数の略完全な画像データセット
のビームには複数の部分的に完全な画像データセットの
ビームが挟まれる、請求項５記載の超音波撮像システ
ム。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】本発明は、超音波診断撮像シ
ステムに係り、特に拡張視野超音波画像を迅速に取得す
るための方法及び装置に関連する。
【０００２】
【従来の技術】診断超音波システムは、患者の体の中の
組織、血管、及び器官の二次元（「２Ｄ」）及び三次元
（「３Ｄ」）画像を発生するために一般的に使用され
る。これを行うために、超音波診断者は、トランスデュ
ーサ素子の配列を有する超音波走査ヘッドを目標領域に
隣接して配置する。トランスデューサ素子は、患者の中
へ伝搬する超音波エネルギーを発し、超音波エネルギー
は患者の中の内部構造で吸収され、分散され、屈折さ
れ、反射される。反射される超音波エネルギーは走査ヘ
ッドへ戻って受信され、走査ヘッドにおいて電子信号へ
戻るよう変換される。そして、電子信号から画像が形成
される。
【０００３】受信された電子信号は、サンプルを時間的
及び空間的に目標領域に調和させるためにビーム形成を
受ける。撮像処理を制御するための一般的なビーム形成
方法は、フォーカス、ステアリング、アポダイゼーショ
ン、アパーチャを含む。フォーカスは、作動しているト
ランスデューサ素子の時間遅延プロファイルである。ス
テアリングはトランスデューサ素子のアジマス軸及び仰
角軸に沿った焦点深度点の制御である。アポダイゼーシ
ョンは、作動しているトランスデューサ素子の電圧重み
付けプロファイルである。アパーチャは、走査ヘッドの
軸に沿って作動するトランスデューサ素子の数の制御で
ある。ビーム形成された信号は、断面画像の形でありう
るエコー及びドップラー流れ情報を示す画像を処理する
よう処理される。
【０００４】従来の断面画像は、成分画素が対応するエ
コー信号の強度に比例して明るくされる輝度画像（即ち
「Ｂモード」又は「Ｂ走査」画像）である。既存のＢ走
査超音波撮像システムは、体のＢ走査画像を発生するた
めに１次元線形配列を有する走査ヘッドを使用する。Ｂ
走査超音波撮像システムによって生成される画像は、別
々の画像フレームから構成され、画像フレームの特徴
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は、作動しているトランスデューサ素子の数、素子の相
対的な間隔、トランスデューサ素子のステアリング及び
フォーカスに依存する。各Ｂ走査画像フレームは、線形
トランスデューサ配列から内向きに延びる体の断面を通
る二次元（「２Ｄ」）画像平面を表わす。
【０００５】このようなＢ走査撮像の欠点は、関心とな
る殆どの組織又は血管が画像平面に沿っては存在しない
ため撮像された組織又は血管の殆どが単に断面として見
えることである。従って、走査ヘッドが接触している肌
の表面から略一定の距離にある体を通って延びる組織又
は血管を視覚化するためにＢ走査撮像を使用するのは困
難であることが多い。
【０００６】Ｂ走査撮像をより有用なものとするための
１つのアプローチは、「拡張視野」（「ＥＦＯＶ」）又
は「パノラマ」画像を作成するために多数の二次元画像
フレームを組み合わせることである。これらのシステム
では、上述のように夫々空間的にずれた二次元画像平面
を表わす連続した二次元Ｂ走査画像フレームを生成する
ために走査ヘッドは肌の線に沿って動かされる。各画像
平面は走査ヘッド配列の中央線、即ち超音波が向けられ
る経路と、トランスデューサ配列の軸に沿って延びる方
向とによって決められる。走査ヘッドは、一連の二次元
Ｂ走査画像フレームを作成するために配列の軸に沿って
延びる方向に走査される。画像フレームは共通平面上に
あり、互いに空間的に重なり合う領域を有する。画像フ
レームは隣接する画像フレームの重なり合う領域を位置
合わせすることによって組み合わされる。結果として得
られる画像は走査方向に延びる平面状にある二次元ＥＦ
ＯＶ  Ｂ走査画像である。或いは、走査ヘッドは、互い
に平行な異なる平面上にある一連のＢ走査画像フレーム
を作成するために、配列の軸に対して垂直な方向に走査
されてもよい。画像フレームは、フレームのビームパタ
ーンが正面からみたときに互いに重なり合うほど互いに
十分に近く得られる。画像フレームは、隣接する画像フ
レームを位置合わせすることによって組み合わされる。
結果として得られる画像は全てのＢ走査画像フレームを
含む三次元ＥＦＯＶ  Ｂ走査画像である。
【０００７】画像フレームの位置合わせを出来る限り正
しくするために、隣接するフレーム間の正確な情報を知
る必要がある。「Ｂアーム走査システム」として知られ
る初期のＥＦＯＶ撮像システムは、関節式アームの端部
に取り付けられた単一ビーム超音波走査ヘッドを含む。
関節式アームの関節は、走査ヘッドの空間的な位置を示
す電気信号を生成するセンサを含む。走査ヘッドは患者
の体の上を走査されるため、画像フレームは、走査ヘッ
ドから得られる超音波戻り信号と、戻り信号が取得され
ている間の走査ヘッドの相対的な空間的な位置から生成
される。走査ヘッドの多数の隣接する走査からの画像フ
レームが計算され格納され、ＥＦＯＶ画像を作成するた
めに連続する横に並んだ位置で組み立てられる。これら
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の初期のＥＦＯＶシステムは、システムが格納及び表示
しうる最大数の連続する画像フレームに亘って横向きに
延び、アームが延びうる位置の範囲に亘って垂直に延び
る超音波画像を生成することが可能である。
【０００８】ハードウエア位置センサに依存するＥＦＯ
Ｖ撮像システムは、幾つかの欠点を有する。まず、電磁
エネルギー放出を用いた位置センサは、送信及び受信さ
れる超音波エネルギーと干渉しうる。他のハードウエア
位置センサは、あまり正確でなく、より長く、より頻繁
な較正処理を必要とする。また、センサの検出スキーム
を超音波画像捕捉処理に組み込むのは困難である。位置
センサはデータサンプルを捕捉する。かかるサンプル
は、超音波サンプリング処理及び超音波データ処理と同
期されねばならない。最後に、アームの端部に取り付け
られた走査ヘッドを有するＥＦＯＶ撮像システムは、ア
ームが動きの自由を制限する傾向があるため操作が厄介
である。
【０００９】近年、ＥＦＯＶ画像を生成するためにＢ走
査画像を電子的に位置合わせするシステムが開発され
た。上述のように、これらのシステムにおける走査ヘッ
ドは、連続した部分的にずれた２Ｄ画像フレームを生成
するために皮膚の線に沿って走査される。各画像フレー
ムは以前に捕捉された重なり合う画像フレームと空間的
に位置合わせされ、画像フレームは走査ヘッドの動きの
方向に横に拡張するＥＦＯＶ画像を生成するために組み
合わされる。
【００１０】図１は二次元ＥＦＯＶ  Ｂ走査画像を生成
する１つの従来技術を示す。トランスデューサ素子の線
形配列１２を有する超音波走査ヘッド１０は、患者の皮
膚の線１４と接触して配置される。超音波走査ヘッド１
０はケーブル１６によって撮像システム（図１には図示
せず）に結合される。図１に示す例では、超音波走査ヘ
ッド１０は一方の端で２つの分岐２６、２８へ分かれる
血管２４を含む皮膚の線１４の下の組織２０を走査する
ために使用される。しかしながら、超音波走査ヘッド１
０は他の血管、組織、管、又は器官を走査するために同
様に使用されうることが理解されよう。
【００１１】ある長さの血管２４、２６、２８を走査す
るために、超音波診断者は超音波走査ヘッド１０を方向
３０に滑らせる。やはり図２を参照するに、超音波走査
ヘッド１０が方向３０に動くにつれ、略同じ平面にある
連続的な二次元Ｂ走査画像フレーム３４、３６、３８が
捕捉される。画像フレーム３４、３６、３８の夫々は、
画像フレームによって表わされる薄い体積中の全ての場
所から戻る超音波エコーからのデータから構成される。
各画像フレーム３４、３６、３８は、方向３０上、前の
画像フレームから僅かにずれている。画像フレームのず
れの大きさは、走査ヘッド１０が動かされる速さと、画
像フレーム３４、３６、３８が捕捉される率との関数で
ある。以下詳細に示すように、連続する画像フレーム３
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４、３６、３８の間のずれが計算され、組織２０及び血
管２４、２６、２８の二次元ＥＦＯＶ  Ｂ走査画像を生
成するために、画像フレームは、ずれに基づいて位置合
わせされ組み合わされる。従って、隣接する画像フレー
ム３４、３６、３８は、例えば相互相関技術といった適
合な手段によって互いに正しく位置合わせされうるよう
少なくとも僅かに互いに重なり合うことが重要である。
【００１２】画像フレーム３４、３６、３８を、図３Ａ
乃至図３Ｃに夫々個々に示す。図３Ｂに示すように、画
像フレーム３６は、点Ａから開始して画像フレーム３４
と重なり合い、点Ｃから開始して画像フレーム３８と重
なり合う。実際は、画像フレーム３４、３６、３８は、
図２に示すよりも大きい度合いで互いに重なり合うが、
個々の画像フレーム３４、３６、３８を視覚化すること
が困難とならないよう図２のように示すものとする。
【００１３】理想的には、個々の画像フレーム３４、３
６、３８が以前に捕捉された画像フレーム３４、３６、
３８に対して横向きに延びたり縮んだりしないよう、超
音波走査ヘッド１０は、画像フレーム３４、３６、３８
が捕捉されている間は一定の速さで並進されることが望
ましい。また、走査ヘッド１０は、各画像フレーム３
４、３６、３８から次の画像フレームへ高い相関がある
よう単一平面上で動かされることが望ましい。しかしな
がら、不規則な体の表面の上を手動で走査する場合は、
これらの望ましい条件のいずれか又は両方を満たさない
場合が多い。これらの影響のいずれか又は両方が所望で
あるよりも少ない手動の走査は、従来の手段によって補
償されうる。また、画像フレーム３４、３６、３８は、
図１に示す走査ヘッド１０とは構造的に異なる超音波走
査ヘッドを用いて取得されうる。
【００１４】隣接する画像フレームは、各画像フレーム
中の対応する構造を識別するために相互相関アルゴリズ
ムを用いて互いに位置合わせされる。対応する構造は、
組織又は血管中のパターンであってもよく、又は二次元
画像中に存在するスペックルであってもよい。スペック
ルは、体の中へ送信された超音波ビームが超音波ビーム
によって分解されるには小さすぎる、即ちおよそ超音波
の波長よりも小さい、微細構造によって散乱されるとき
に生ずる。微細構造は、超音波ビームによって分解され
るには小さすぎるが、微細構造はそれでもなお走査ヘッ
ドへ戻される信号を分散、反射又は他の方法で干渉す
る。画像が戻される超音波信号に基づいて作成されると
き、この干渉、即ち「スペックル」として知られるノイ
ズは、画像を粒状に見えるようにする。
【００１５】図３Ａ乃至図３Ｃに示すように、各画像フ
レーム３４、３６、３８は、撮像されるべき血管、組
織、又は血流に加えてスペックル４０を含む。スペック
ル４０は上述のように静止した微細構造によって生ずる
ため、各画像フレーム３４、３６、３８中に出現するス
ペックル４０は、下にある組織２０の対応する位置に対
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7
して略同じである。従って、スペックル４０は各画像フ
レーム３４、３６、３８中で、１つの各画像フレーム３
４、３６、３８から次の画像フレームへの走査ヘッド１
０の動きだけ空間的にずれた位置にある。図４に示すよ
うに、スペックル４０は、画像フレーム３４、３６、３
８を互いに正しく位置合わせするために使用されうる。
隣接する画像フレーム３４、３６、３８は、各画像フレ
ーム中の対応する構造を識別するために相互相関アルゴ
リズムを使用するといった適当な技術によって互いに正
しく位置合わせされうる。次に、隣接する画像フレーム
は、対応する構造を同じ位置に電子的に配置することに
よって互いに位置あわせされる。スペックル４０は、図
３Ａ乃至図３Ｃでは各画像フレーム３４、３６、３８中
の１つの位置にあるとして示されているが、多くの画像
フレームが通常はいくらかのスペックルを含むことが理
解されるべきである。
【００１６】
【発明が解決しようとする課題】電子的な位置合わせを
用いたＥＦＯＶ撮像システムの問題点の一つは、正しい
位置合わせを決めるために画像フレーム３４、３６、３
８を処理するために必要とされる時間から生ずるもので
ある。画像フレーム３４、３６、３８を正しく位置合わ
せするために一般的に使用される相互相関アルゴリズム
は、徹底的な計算を行うものであり、従って高速プロセ
ッサを用いてもかなりの時間を必要とする。隣接する画
像フレーム３４、３６、３８を正しく位置合わせするた
めに必要な時間は、フレームレート、即ち画像フレーム
が捕捉されうる速さを制限する。フレームレートを制限
することにより、画像を捕捉するために走査ヘッド１０
が走査されうる速さが制限される。結果として、ＥＦＯ
Ｖ撮像システムを用いて画像を捕捉するときはかなりの
時間がかかりうる。更に、熟練した操作者であっても、
走査ヘッド１０を正しい速さで動かすのは困難であろ
う。走査ヘッド１０を動かすのが速すぎると、隣接する
画像フレーム３４、３６、３８間の重なり合いは画像フ
レームを正しく位置あわせするには不十分となることが
ある。走査ヘッド１０を動かすのが遅すぎると、ＥＦＯ
Ｖ画像を捕捉するのに必要なかなりの時間が更に長くな
ってしまうだけである。
【００１７】ＥＦＯＶ画像を捕捉するのに必要な時間
は、ＥＦＯＶ画像を作成するために組み合わされる二次
元画像フレーム３４、３６、３８の数を減少させること
によって短縮されうる。しかしながら、ＥＦＯＶ画像を
作成するために使用される二次元画像フレーム３４、３
６、３８の数は、結果として得られるＥＦＯＶ画像の質
をひどく低下させてしまうことがある。
【００１８】従来のＥＦＯＶ撮像システムに関する問題
について、二次元Ｂ走査画像フレームを組み合わせるこ
とによって形成される二次元ＥＦＯＶ  Ｂ走査画像に関
して説明したが、この問題は三次元（３Ｄ）ＥＦＯＶ画
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像を形成するときにも存在する。例えば、３Ｄ  ＥＦＯ
Ｖ画像が３Ｄ画像体積を組み合わせることによって形成
されうるレートは、３Ｄ画像体積を正しく位置合わせす
るのに必要とされる時間によっても制限される。他の例
として、３Ｄ  ＥＦＯＶドップラー画像を形成するため
に使用される２Ｄドップラー画像フレーム又は３Ｄドッ
プラー画像体積を正しく位置合わせするためにかなりの
時間が必要である。
【００１９】従って、画像フレームが迅速に捕捉され位
置合わせされることを可能とし、それにより、特に３Ｄ
  ＥＦＯＶ画像を生成するときに高画質ＥＦＯＶ画像を
迅速に取得することを可能とするシステム及び方法が必
要とされる。
【００２０】
【課題を解決するための手段】拡張視野画像を表示する
ための方法及びシステムでは、超音波走査ヘッドにより
対象領域に亘って走査を行う。対象領域が走査されてい
る間、第１の組の空間的に重なり合う超音波画像フレー
ム又は体積のうちの各画像フレーム又は体積の略完全な
部分に対応するデータが捕捉される。走査中、第１の組
の画像フレーム又は体積がいたる所に挟まれた第２の組
の空間的に重なり合う超音波フレーム又は体積のうちの
各画像フレーム又は体積の比較的小さい部分に対応する
データが捕捉される。第２の組のうちの少なくとも画像
フレーム又は体積中に存在するスペックルは、画像フレ
ーム又は体積の夫々に対するデータが捕捉された夫々の
位置からの走査ヘッドのずれを決定するために使用され
る。これらのずれの決定に基づいて、第２の組の画像フ
レーム又は体積に対応するデータは、互いに組み合わさ
れ位置合わせされた第１の組のうちの画像フレーム又は
体積に対応するデータを作成するために処理される。こ
の画像データは、その後に表示されうる拡張視野画像に
対応する。
【００２１】第１及び第２の複数の超音波画像データセ
ットは、例えばＢ走査画像データセットといった同じ種
類の超音波画像を含みうる。
【００２２】第１の複数の超音波画像データセットの超
音波画像データセットは、第２の複数の超音波画像デー
タセットの超音波画像データセットとは異なる種類であ
ってもよく、例えば、第１の複数の超音波画像データセ
ットの超音波画像データセットはＢ走査画像データセッ
トからなり、第２の複数の超音波画像データセットの超
音波画像データセットはドップラー画像データセットか
らなるものであってもよい。
【００２３】本発明の方法は、拡張視野超音波画像を表
示する段階を含みうる。第１の複数の超音波画像データ
セットの超音波画像フレームは拡張視野超音波画像とは
異なる種類のものであってもよい。第１の複数の超音波
画像データセットの超音波画像データセットは二次元超
音波画像フレームであってもよく、拡張視野超音波画像
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9
は三次元超音波画像であってもよい。
【００２４】第１の複数の超音波画像データセットの超
音波画像データセットは三次元超音波画像体積であって
もよく、拡張視野超音波画像は三次元超音波画像であっ
てもよい。
【００２５】第１及び第２の複数の空間的に重なり合っ
た超音波画像データセットの捕捉は、高調波撮像によっ
て第１及び第２の複数の空間的に重なり合った超音波画
像データセットを捕捉することによって行われうる。
【００２６】第１の複数の空間的に重なり合った超音波
画像データセットの捕捉は、ドップラー撮像によって第
１の複数の空間的に重なり合った超音波画像データセッ
トを捕捉することによって行われうる。
【００２７】超音波走査ヘッドは、超音波トランスデュ
ーサ素子の線形配列を有する一次元超音波走査ヘッドか
らなるものでありうる。
【００２８】第２の複数の超音波画像データセット中の
超音波画像フレームは、１対１で第１の複数の超音波画
像データセット中の超音波画像フレームの捕捉が挟まれ
る。
【００２９】本発明の第１の実施例によれば、本発明の
方法は、第１の組の空間的に重なり合った超音波画像体
積中の各画像体積の略完全な部分に対応するデータを捕
捉する段階と、第２の組の空間的に重なり合った超音波
画像体積中の各画像体積の比較的小さい部分に対応する
データを、第１の組の各画像体積に対応するデータの捕
捉には第２の組の各画像体積に対応するデータの捕捉が
挟まれるよう捕捉する段階と、第１の組の各画像体積の
変位を決定するために第２の組の各画像体積中のスペッ
クルを使用する段階と、第１の組の各画像体積の変位の
決定に基づいて第１の組の画像体積を位置合わせする段
階と、第１の組の複数の位置合わせされた画像体積を表
示し、それにより拡張視野超音波画像を表示する段階と
を含む。
【００３０】第１の組の画像体積は、三次元超音波画像
体積を含むものであってもよく、第１の組の画像体積を
位置合わせする段階は、三次元拡張視野画像を与えるよ
う画像体積を位置合わせすることによって行われうる。
【００３１】第１の組の各画像体積の変位を決定するた
めに第２の組の各画像体積中のスペックルを使用する段
階は、相互相関アルゴリズムを用いてスペックルを処理
する段階を含みうる。
【００３２】第１の組の各画像体積に対応するデータの
捕捉には、１対１で第２の組の各画像に対応するデータ
の捕捉が挟まれる。
【００３３】第２の組の空間的に重なり合った超音波画
像体積中の各画像体積の比較的小さい部分に対応するデ
ータを捕捉する段階は、画像体積中のスペックルの位置
に基づいて各画像体積の部分に対応するデータを捕捉こ
とによって行われうる。
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【００３４】本発明の第２の実施例によれば、本発明の
方法は、少なくとも２つの部分的に重なり合う超音波デ
ータの略完全な画像フレームを位置合わせすることを可
能とし、超音波データの略完全な画像フレームが取得さ
れた位置の中間の位置において取得された超音波データ
の少なくとも２つの部分的に重なり合う部分画像フレー
ムを捕捉する段階と、超音波データの部分的な画像フレ
ームが取得された位置の間の変位を決定するために超音
波データの部分画像フレーム中のスペックルに対応する
超音波データを処理する段階と、決定された変位に基づ
いて、組み合わされたデータが互いに空間的に位置合わ
せされた略完全な画像フレームに対応するよう略完全な
画像フレームからの超音波データを組み合わせる段階と
を含む。
【００３５】画像フレームは、二次元超音波画像フレー
ムを含むものであってもよく、組み合わされたデータが
互いに空間的に位置合わせされた略完全な画像フレーム
に対応するよう略完全な画像フレームからの超音波デー
タを組み合わせる段階は、組み合わされたデータが三次
元拡張視野画像に対応するよう略完全な画像フレームか
らの超音波データを組み合わせることによって行われう
る。
【００３６】第３の実施例によれば、本発明の方法は、
拡張視野画像を生成することを可能とし、少なくとも２
つの部分的に重なり合った略完全な空間的に変位した超
音波画像フレームに対応するデータを捕捉する段階と、
空間的に変位し略完全な超音波画像フレームの位置の中
間の位置にある少なくとも２つの部分的に重なり合う部
分的に完全な超音波画像フレームに対応するデータを捕
捉する段階と、部分的に完全な超音波画像フレーム中で
スペックルを識別する段階と、部分的に完全な超音波画
像フレームの夫々の中の識別されたスペックルの位置に
基づいて部分的に完全な超音波画像フレームの空間的な
変位を決定する段階と、部分的に完全な超音波画像フレ
ームの決定された空間的な変位に基づいて略完全な超音
波画像フレームの空間的な変位を決定する段階と、略完
全な超音波画像フレームの決定された空間的な変位に応
じて互いに位置合わせされた略完全な超音波画像フレー
ムを拡張視野画像として表示する段階とを含む。
【００３７】略完全な空間的に変位された超音波画像フ
レーム及び部分的に完全な空間的に変位された超音波画
像フレームは、二次元超音波画像フレームであってもよ
く、互いに対して位置合わせされた略完全な超音波画像
フレームを拡張視野画像として表示する段階は、略完全
な超音波画像フレームが三次元拡張視野画像として表示
されるように互いに対して位置合わせされた略完全な超
音波画像フレームを拡張視野画像として表示することに
よって行われうる。
【００３８】本発明の超音波撮像システムは、超音波走
査ヘッドが、超音波トランスデューサ素子の線形配列を
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有する一次元超音波走査ヘッドであってもよい。
【００３９】本発明の超音波撮像システムは、超音波走
査ヘッドが、超音波トランスデューサ素子の二次元配列
を有する二次元配列超音波走査ヘッドであってもよい。
【００４０】
【発明の実施の形態】本発明の１つの実施例による二次
元ＥＦＯＶ画像を生成する１つの技術は、図４に示され
ている。個々の画像フレーム５０、５２、５４は、図１
乃至図３Ｃに示すのと同じ技術を用いて捕捉される。し
かしながら、走査ヘッド１０は、画像フレーム５０、５
２、５４の捕捉と交互に部分画像フレーム６０、６２、
６４もまた捕捉する。部分画像フレーム６０、６２、６
４は、走査ヘッドの動きを追跡するのに必要な画像フレ
ーム６０、６２、６４中のスペックルパターンのみを含
む。図４に示すように、画像フレーム５０乃至５４、及
び、６０乃至６４は夫々、１つの画像フレーム５０乃至
５４、及び、６０乃至６４から次の画像フレームへの走
査ヘッド１０の動きによって空間的にずれた画像フレー
ム中の位置にスペックルパターン６８を含む。全ての画
像フレーム５０乃至５４、及び、６０乃至６４中の、又
は、部分画像フレーム６０、６２、６４中のみのスペッ
クルパターン６８は、図５に示すように完全な画像フレ
ーム５０、５２、５４を互いに正しく位置合わせするた
めに使用される。図１乃至図３Ｃを参照して説明した従
来技術のように、各画像フレーム５０乃至５４、及び、
６０乃至６４中のスペックルパターン６８の位置を識別
するために従来の相互相関アルゴリズムが使用されう
る。１つの画像フレームから画像フレームが捕捉される
レートへのスペックルパターン６８の位置のシフトの比
率は、走査ヘッド１０の動きの速度に対応する。
【００４１】画像フレーム６０、６２、６４の一部分に
ついてのみデータを捕捉することにより、画像フレーム
６０、６２、６４のデータの量は、完全な画像フレーム
５０、５２、５４のデータの量よりもかなり少ない。結
果として、画像フレーム６０乃至６４は、画像フレーム
５０乃至５４が捕捉されるのよりもかなり速く捕捉され
うる。また、画像フレーム６０乃至６４の中には相互相
関アルゴリズムによって処理されるべきデータは少ない
ため、画像フレーム５０乃至５４を正しく位置合わせす
るために必要な時間は少ない。従って、走査ヘッド１０
は、画質を犠牲とすることなくより迅速に動かされう
る。
【００４２】図５は、１対１で完全な画像フレーム５
０、５２、５４と交互とされる部分画像フレーム６０、
６２、６４を示すが、交互とされる比率は１：１である
必要はないことが理解されるべきである。実際、捕捉の
速さを高めるために、フレーム５０、５２、５４の間に
隙間が生じない限り、部分画像フレーム６０、６２、６
４の数を増やし、比率を２：１、３：１又はそれ以上と
することが望ましい。
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【００４３】また、画像データが捕捉される部分画像フ
レーム６０、６２、６４の特定の領域について考慮せね
ばならない。図６Ａを参照するに、走査ヘッド１０が比
較的ゆっくりと動かされるとき、画像フレーム６０、６
２間の重なり合い７０の領域はかなり大きくなる。図６
Ｂを参照するに、走査ヘッド１０がより速く動かされる
と、画像フレーム６０、６２間の重なり合い７０の領域
はかなり小さくなる。しかしながら、幾らかの重なり合
いがある全ての場合において、重なり合いは、先行する
画像フレーム６０の前縁７２と後続の画像フレーム６２
の後縁７４に隣接する。従って、部分画像フレーム６０
乃至６４の領域は、先行する画像フレーム６０の前縁７
２及び後続の画像フレーム６２の後縁７４と接すること
が望ましい。重なり合い７０の幅は、走査ヘッドの速度
及びフレームレートの関数として調整されうる。
【００４４】本発明の１つの実施例による２Ｄ  Ｂ走査
ＥＦＯＶ画像を生成する超音波診断撮像システム１００
を、図７に示す。超音波走査ヘッド１０からの電気信号
は、ケーブル１６を通って結合され、従来のビーム形成
器１１０に印加される。ビーム形成器１１０は、超音波
エコーに対応する信号を、各２Ｄ  Ｂ走査画像フレーム
５０乃至５４、及び、６０乃至６４を通って動かされる
（ステアリングされる）ビームへと処理する。ビームに
対応する信号は、従来の設計の信号プロセッサ１１２に
よって処理され、走査変換器１１４によって夫々の３次
元画像フレーム５０乃至５４及び６０乃至６４へ配置さ
れる。各画像フレーム５０乃至５４及び６０乃至６４
は、ビデオプロセッサ１１６に結合され、例えば陰極線
管又は液晶ディスプレイといった画像ディスプレイ１１
８上に表示されうる。
【００４５】本発明の１つの実施例によれば、各２Ｄ画
像フレームに対応するデータはＥＦＯＶ画像プロセッサ
１２０に結合される。ＥＦＯＶ画像プロセッサ１２０
は、新しく捕捉された各２Ｄ画像フレームに対応するデ
ータを受信及び記憶し、部分画像フレーム６０乃至６４
のうちの１つと他の部分画像フレーム６０乃至６４又は
完全な画像フレーム５０乃至５４のうちの１つのいずれ
かとの間のずれを計算する。次に、ＥＦＯＶ画像プロセ
ッサ１２０は、拡張画像メモリ１２２中に整列された画
像フレームを格納する。ＥＦＯＶ画像が表示されるべき
であるとき、整列された画像はメモリ１２２から取り出
され、結合器１２４によって結合され、ディスプレイ１
１８上で見るためにビデオプロセッサ１１６に結合され
る。また、走査ヘッドによって生成されたビームがスペ
ックルといった特徴を追跡することを可能とするため
に、ＥＦＯＶ画像プロセッサからビーム形成器１１０へ
追跡情報がフィードバックされてもよい。
【００４６】撮像システム１００の動作は、バス１３２
を通じて図７に示す様々な構成要素に結合されるＣＰＵ
１３０によって制御されることが望ましい。ＣＰＵ１３
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０は、一般的には、ランダムアクセスメモリ（「ＲＡ
Ｍ」）といったシステムメモリ１３４及び読み出し専用
メモリ（「ＲＯＭ」）といったプログラムメモリ１３６
に結合される。プログラムメモリ１３６はＣＰＵ１３０
によって実行される命令のプログラムを記憶し、システ
ムメモリ１３４はＣＰＵ１３０によって使用される命令
及びデータを一時的に記憶する。システムメモリ１３４
は、拡張画像メモリ１２２を実施するために使用されう
る。例えばキーボード、マウス、トラックボール、又は
他の装置といったユーザインタフェース装置１３８は、
撮像システム１００の動作を制御するために臨床医によ
って走査されうる。
【００４７】本発明によるＥＦＯＶ画像プロセッサ１２
０の１つの実施例を、図８に示す。上述のように、各画
像フレーム５０乃至５４及び６０乃至６４に対応するデ
ータは、走査変換器１１４（図７）によって発生され
る。この画像フレームデータは、例えば専用メモリ、Ｃ
ＰＵ１３０によって使用されるシステムメモリ１３４、
又は他のメモリでありうる画像フレームバッファ１４０
に与えられ格納される。画像フレームバッファ１４０
は、各画像フレームに対するデータがアクセスされうる
ようにメモリの個々にアクセスされたブロック中の各２
Ｄ画像フレーム５０乃至５４及び６０乃至６４に対応す
る全てのデータを格納する。画像フレームバッファ１４
０からの画像フレームデータは、各部分画像フレーム６
０乃至６４のうちの他の部分画像フレーム６０乃至６４
又は完全な画像フレーム５０乃至５４のうちの１つと重
なり合う部分を決定するフレーム相関器１４４によって
アクセスされる。上述のように、画像フレームは、従来
の相互相関技術を含む様々な技術を通じて画像フレーム
中のスペックルパターンを用いて、他の画像フレームと
相関される。
【００４８】画像フレームがフレーム相関器１４４によ
って互いに相関された後、各画像フレームに対応するデ
ータは、各完全な画像フレーム５０乃至５４の相対的な
空間的な位置を識別するデータと共に履歴バッファ１４
６中に格納される。履歴バッファ１４６もまた、専用メ
モリ、ＣＰＵ１３０によって使用されるシステムメモリ
１３４の一部、画像フレームバッファ１４４によって使
用されるのと同じメモリ又は他のメモリでありうる。履
歴バッファ１４６は、各画像フレームに対応する全ての
データを格納し、そのような各画像フレームに対するデ
ータがアクセスされうるようメモリの個々にアクセスさ
れるブロック中の空間的な位置を格納することが望まし
い。履歴バッファ１４６に格納された画像フレームデー
タは、二次元ＥＦＯＶ  Ｂ走査画像に対応するデータを
形成するために結合され、このＥＦＯＶ画像データは拡
張画像メモリ１２２（図７）に格納される。
【００４９】超音波撮像システム１００を用いて取得さ
れる二次元ＥＦＯＶ  Ｂ走査画像の質を改善するために
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様々な技術が使用されうる。例えば、各二次元画像フレ
ーム５０乃至５６及び６０乃至６４は、高調波超音波撮
像によって取得されうる。組織及び流体は、造影剤を使
用しない場合であっても、送信された基本波の高調波の
信号を含むそれら固有の非線形エコー応答を生じさせ戻
り信号として戻す。組織及び流体のこれらの非線形エコ
ー成分は、一般的には高調波造影剤によって戻される高
調波成分の振幅ほどは振幅が大きくないが、従来の超音
波撮像法において有利であると認識されてきた多くの特
徴を示す。特に、トランスデューサに非常に近くで無視
できるほどの高調波信号が発生され、これにより撮像の
ために基本信号の残響は使用されないため、例えば肋骨
といった狭い開口部を通って撮像するときに散乱（クラ
ッター）が減少する。更に、高調波ビームのサイドロー
ブのレベルは基本ビームのサイドローブの対応するレベ
ルよりも低く、これは軸を外れたクラッター減少を意味
する。最後に、高調波のメインローブは基本波のメイン
ローブよりも狭いことが認識されており、これは改善さ
れた横方向解像度を可能とする。高調波超音波撮像の例
は、ここに参照として組み入れられる米国特許第６，１
９３，６６２号明細書に記載されている。
【００５０】高調波撮像によって２Ｄ画像フレームを取
得するとき、走査ヘッド１０（図１）は、１つの周波数
で超音波信号を送信し、送信された超音波信号の高調波
である周波数で各画像５０乃至５４及び６０乃至６４中
の反射体からのエコーを受信し処理する。高調波撮像に
よって取得される結果としての二次元画像フレームは、
二次元のＥＦＯＶ高調波Ｂ走査超音波画像を与えるため
に上述のように組み合わされる。
【００５１】各二次元画像フレーム５０乃至５４及び６
０乃至６４を取得するために使用されうる更なる他の技
術はドップラー撮像である。ドップラー撮像では、受信
される超音波エコーは、エコーが例えば血液といった動
いている反射体からの反射によって生成される場合にの
み画像を作成するよう処理される。反射体の動きは送信
された超音波の周波数をシフトさせ、従って受信された
エコーから導出される信号はシフトされた周波数とな
る。受信された信号は、それらがシフトされた周波数で
ある場合にのみ画像を作成するために処理される。二次
元画像データフレーム５０乃至５４及び６０乃至６４は
ドップラー撮像によって得られ、ＥＦＯＶドップラー超
音波画像を与えるよう上述のように結合される。ドップ
ラー画像は、動き又は流れの方向、流れの速度を示すド
ップラーパワー、流れとドップラーパワーの組合せ、又
は他の特徴等を示すために使用されうる。
【００５２】図７及び図８の撮像システムは、図９に示
す技術を用いて２Ｄ  Ｂ走査画像から３Ｄ  ＥＦＯＶ画
像を作成するために使用されうる。超音波走査ヘッド１
０は、走査ヘッド１０の線形配列１２（図１）に垂直な
方向に動かされる。結果として、互いに平行に離間した
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平面にある連続した２Ｄ  Ｂ走査画像フレーム１６０、
１６２、１６４が捕捉される。各画像フレーム１６０、
１６２、１６４は先行する画像フレームから僅かにずれ
ているが、画像フレーム１６０、１６２、１６４のビー
ムパターンが重なり合わないほどずれてはいない（但
し、明瞭性のため、図９中、重なり合いは示されていな
い）。他の実施例と同様に、連続する画像フレーム１６
０、１６２、１６４間のずれは、画像フレーム１６０、
１６２、１６４中のスペックル１６８に基づいて決定さ
れる。画像フレーム１６０、１６２、１６４は、組織２
０及び血管２４の３Ｄ  ＥＦＯＶ画像１７０を生成する
ためにずれに基づいて位置合わせされ結合される。
【００５３】図４乃至図９の実施例については、部分画
像フレーム６０乃至６４と完全な画像フレーム５０乃至
５４の両方について同じ種類の画像を用いた例で説明し
たが、異なる種類の画像が使用されてもよい。例えば、
図１０に示すように、部分２Ｄ  Ｂ走査画像フレーム１
８０、１８４、１８６は、完全な２Ｄドップラー画像フ
レーム１９０、１９４、１９６と交互に配置されてもよ
い。Ｂ走査画像フレーム１８０、１８４、１８６中のス
ペックル１９８は、単独で、又はドップラー画像フレー
ム１９０、１９４、１９６中のスペックルパターンと一
緒に、上述のように走査ヘッド１０の動きを追跡するた
めに使用されうる。
【００５４】このアプローチの利点は、部分Ｂ走査画像
フレーム１８０、１８４、１８６が、２つの理由によ
り、完全な２Ｄドップラー画像フレーム１９０、１９
４、１９６よりも少ないデータ内容を有するためであ
る。第一に、図４乃至図８の実施例のように、部分画像
フレームのために必要なデータは、完全な画像フレーム
に必要なデータよりもかなり少ない。第二に、Ｂ走査画
像は、強度と色の両方が表示されるのではなく強度のみ
が表示されるため、ドップラー画像よりも必要とされる
データはかなり少ない。結果として、完全なドップラー
画像フレーム１９０、１９４、１９６を交互に配置した
部分Ｂ走査画像フレーム１８０、１８４、１８６を用い
ることにより、フレームレートが非常に高まり、走査ヘ
ッド１０が動かされうる速度も高くなる。
【００５５】本発明の技術は、３Ｄ  ＥＦＯＶ撮像にお
いて特に有用である。３Ｄ  ＥＦＯＶ画像を生じさせる
ための画像データは、１Ｄ配列トランスデューサ又は２
Ｄ配列トランスデューサのいずれかによって捕捉されう
る。１Ｄ配列トランスデューサを使用する場合、トラン
スデューサプローブは、撮像されている体積を通って走
査面を掃引するべく上方向へ動かされる。異なる組織が
走査面に連続的に入ったり出たりするため、スペックル
パターンは一般的には速く変化する。２Ｄ配列を使用す
るとき、ビームはプローブが動かされるにつれて三つの
次元で電子的に動かされ、重なりあうスペックルパター
ンを有するデータの体積がほとんどリアルタイムで捕捉*
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*されることが可能となる。
【００５６】図７に示されるような超音波システムで
は、追跡ビームデータと画像データを異なる信号チャネ
ルを通して処理することがより高速であり容易でありう
る。例えば、追跡ビームデータがカラー処理チャネルを
通じて処理されると同時に画像データは２Ｄエコーチャ
ネルを通じて処理されるか、その反対であってもよい。
構築された実施例では、ユーザがシステムの画質を最適
化することを可能とするよう、撮像ビームは一般的には
ユーザによって調整可能である。追跡ビームは、一般的
には工場において追跡のために最適化され、一般的には
ユーザによって変更可能とはされていない。画像と追跡
平面又は体積は時間的に交互とされること、又は、追跡
ビームと撮像ビームを時間的に交互とすることを可能と
するよう画像データの捕捉がビーム毎に中断されること
が有利である。
【００５７】上述の説明より、例示のために本発明の特
定の実施例について説明したが、本発明の主題及び範囲
を逸脱することなく様々な変更がなされうることが認識
されよう。例えば、システム１００は画像フレームバッ
ファ１４０と履歴バッファ１４６の両方の中に各画像フ
レームに対応するデータを格納するが、これは画像フレ
ームバッファ１４０にのみ格納されればよいことが理解
されよう。従って、本発明は、請求の範囲に限定される
事項以外によっては限定されるものではない。
【図面の簡単な説明】
【図１】二次元Ｂ走査拡張視野画像を作成するために使
用される二次元Ｂ走査フレームを捕捉するために従来の
超音波走査ヘッドによって走査される血管を含む組織を
示す概略図である。
【図２】図１に示すような走査によって得られる複数の
二次元画像フレームを示す平面図である。
【図３Ａ】図２に示すようにして得られる二次元画像フ
レームを示す図である。
【図３Ｂ】図２に示すようにして得られる二次元画像フ
レームを示す図である。
【図３Ｃ】図２に示すようにして得られる二次元画像フ
レームを示す図である。
【図４】本発明の１つの実施例により幾つかの二次元Ｂ
走査画像フレームから二次元ＥＦＯＶ  Ｂ走査画像を生
成する技術を示す平面図である。
【図５】本発明の１つの実施例による互いに正しく位置
合わせされた図４の二次元Ｂ走査画像フレームを示す平
面図である。
【図６Ａ】走査ヘッドによって取得された画像フレーム
が或る走査速度においてどのようにして互いに重なり合
うかを示す平面図である。
【図６Ｂ】走査ヘッドによって取得された画像フレーム
が図６Ａの場合の走査速度とは異なる走査速度において
どのようにして互いに重なり合うかを示す平面図であ



(10) 特開２００３－１９０１６５

10

17
る。
【図７】本発明の１つの実施例による拡張視野超音波撮
像システムを示すブロック図である。
【図８】図７の拡張視野超音波撮像システムにおいて用
いられる拡張視野画像プロセッサの１つの実施例を示す
ブロック図である。
【図９】幾つかの二次元Ｂ走査画像フレームから三次元
ＥＦＯＶ画像を生成するために図７及び図８のシステム
を使用するための技術を示す等角図である。
【図１０】本発明の１つの実施例による幾つかの部分二
次元Ｂ走査画像フレーム及び幾つかのドップラー画像フ
レームから二次元ＥＦＯＶドップラー画像を生成する技
術を示す平面図である。
【符号の説明】
１０    超音波走査ヘッド *

18
*１２    トランスデューサ配列
１６    ケーブル
１００    超音波診断撮像システム
１１０    ビーム形成器
１１２    信号プロセッサ
１１４    走査変換器
１１６    ビデオプロセッサ
１１８    ディスプレイ
１２０    ＥＦＯＶ画像プロセッサ
１２２    拡張画像メモリ
１２４    結合器
１３０    ＣＰＵ
１３４    システムメモリ
１３６    プログラムメモリ
１３８    ユーザインタフェース装置

【図１】 【図２】 【図３Ａ】

【図３Ｂ】 【図３Ｃ】

【図５】
【図６Ａ】
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【図１０】
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